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特
別
管
理
秘
密
及
び
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
「
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
の
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
決
定
し
、
「
国

の
行
政
機
関
が
保
有
す
る
国
の
安
全
、
外
交
上
の
秘
密
そ
の
他
の
国
の
重
大
な
利
益
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て

い
な
い
も
の
の
う
ち
、
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
当
該
機
関
の
長
が
指
定
し
た
も
の
」
を
「
特
別
管
理
秘

密
」
と
し
て
特
別
な
管
理
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
特
別
な
管
理
と
し
て
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
な
ど
の

導
入
も
同
時
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
の
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
」
自

体
、
全
文
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
国
民
に
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
新
た
な
秘
密
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
、
今

日
ま
で
実
行
さ
れ
て
き
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
内
容
及
び
運
用
実
態
の
全
容
を
国
民
に
説
明
す
る
べ
き
で
あ

る
。

一

特
別
管
理
秘
密
の
管
理
に
つ
い
て
規
定
を
定
め
て
い
る
府
省
庁
等
は
ど
こ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

特
別
管
理
秘
密
の
指
定
事
項
数
に
つ
い
て
、
府
省
庁
等
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

特
別
管
理
秘
密
文
書
等
の
件
数
に
つ
い
て
、
府
省
庁
等
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

府
省
庁
等
が
管
理
す
る
特
別
管
理
秘
密
の
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。一



五

府
省
庁
等
が
管
理
す
る
特
別
管
理
秘
密
の
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
、
そ
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
も
の
が
あ
れ

ば
、
府
省
庁
等
ご
と
に
そ
の
数
と
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
内
閣
官
房
特
別
管
理
秘
密
管
理
規
程
」
に
よ
れ
ば
、
「
特
別
管
理
秘
密
の
指
定
は
、
そ
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
秘
密
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
を
明
ら
か
に
し
て
行
う
も
の
と
」
さ
れ
、
「
秘
密
指
定
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
当

該
事
項
に
内
閣
官
房
に
係
る
特
別
管
理
秘
密
の
指
定
は
、
解
除
さ
れ
た
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
内
閣
官
房
の
規
程

の
よ
う
に
、
特
別
管
理
秘
密
の
指
定
に
つ
い
て
、
期
間
を
定
め
て
行
っ
て
い
る
府
省
庁
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
定
め
、
実
施
し
て
い
る
府
省
庁
等
は
ど
こ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

八

「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
に
つ
い
て
、
秘
密
取
扱
者
と
し
て
適
格
性
を
確
認
さ
れ
た
者
は
何
人
い
る
か
、
総
数

及
び
府
省
庁
等
ご
と
の
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

「
秘
密
保
全
法
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
報
告
書
（
二
〇
一
一
年
八
月
八
日
）
」
（
以
下
、
「
報

告
書
」
と
い
う
）
で
は
、
「
諸
外
国
の
適
性
評
価
制
度
」
に
お
け
る
共
通
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
各
行
政
機
関
の
長
が
実

施
し
て
い
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
消
費
者
庁
の
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
実
施
規
程
」
で
は
、
消

二



費
者
庁
の
職
員
の
適
格
性
の
確
認
及
び
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
手
続
は
、
長
官
で
は
な
く
、
次
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
消

費
者
庁
と
同
様
に
、
「
各
行
政
機
関
の
長
」
以
外
が
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
手
続
を
行
っ
て
い
る
府
省
庁
等
が
あ
れ
ば
、
そ
の
役
職

名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

「
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
諸
外
国
の
適
性
評
価
制
度
」
に
お
け
る
共
通
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
評
価
の
結
果
を
本
人

に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
改
め
て
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
。
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制

度
」
に
お
い
て
、
適
格
性
を
確
認
し
た
旨
、
あ
る
い
は
確
認
で
き
な
い
旨
は
、
本
人
に
通
知
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
本
人
へ
の
通
知
の
有
無
が
府
省
庁
等
ご
と
に
異
な
る
場
合
に
は
、
府
省
庁
等
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

「
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
諸
外
国
の
適
性
評
価
制
度
」
に
お
け
る
共
通
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
実
施
に
当
た
っ
て

は
本
人
の
同
意
を
得
て
本
人
か
ら
調
査
票
等
に
よ
り
情
報
収
集
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
我
が
国
の
「
秘
密
取
扱
者
適
格

性
確
認
制
度
」
に
お
い
て
は
、
「
本
人
か
ら
調
査
票
等
に
よ
り
情
報
収
集
」
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
「
本
人
の

同
意
を
得
て
」
行
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
府
省
庁
等
に
お
い
て
対
応
が
異
な
る
場
合
に
は
、
府
省
庁
等
ご
と

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
二

「
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
諸
外
国
の
適
性
評
価
制
度
」
に
お
け
る
共
通
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
実
施
に
当
た
っ
て

三



は
本
人
の
同
意
を
得
て
本
人
か
ら
調
査
票
等
に
よ
り
情
報
収
集
す
る
こ
と
と
し
、
情
報
の
収
集
・
裏
付
け
の
た
め
に
公
私
の

団
体
に
対
し
て
渡
航
履
歴
等
の
照
会
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
我
が
国
の
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」

に
お
い
て
、
渡
航
履
歴
等
の
照
会
を
行
っ
て
い
る
府
省
庁
等
が
あ
る
か
。
ま
た
、
外
務
省
は
、
政
府
内
か
ら
の
国
家
公
務
員

の
渡
航
履
歴
に
つ
い
て
照
会
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
の
か
。
そ
の
取
扱
に
お
い
て
、
「
秘
密
取
扱

者
適
格
性
確
認
制
度
」
に
よ
る
も
の
と
そ
れ
以
外
に
お
け
る
照
会
に
お
い
て
相
違
は
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
三

「
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
我
が
国
の
現
行
制
度
の
課
題
と
法
制
の
必
要
性
」
に
お
い
て
、
「
対
象
者
本
人
か
ら
十
分

な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
適
性
評
価
の
実
施
権
者
（
対
象
者
が
適
性
を
有
し
て
い
る
と
認
め
る
権
限
が
あ
る
者
を
い

う
。
）
が
公
私
の
団
体
に
照
会
す
る
権
限
が
明
確
で
な
い
こ
と
」
を
課
題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
各
府
省
庁
等
の
「
適
性
評

価
の
実
施
権
者
（
対
象
者
が
適
性
を
有
し
て
い
る
と
認
め
る
権
限
が
あ
る
者
を
い
う
。
）
」
が
、
「
各
行
政
機
関
の
長
」
以

外
の
場
合
、
そ
の
役
職
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
四

「
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
我
が
国
の
現
行
制
度
の
課
題
と
法
制
の
必
要
性
」
に
お
い
て
、
「
対
象
者
本
人
か
ら
十
分

な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
適
性
評
価
の
実
施
権
者
（
対
象
者
が
適
性
を
有
し
て
い
る
と
認
め
る
権
限
が
あ
る
者
を
い

う
。
）
が
公
私
の
団
体
に
照
会
す
る
権
限
が
明
確
で
な
い
こ
と
」
を
課
題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
答
弁
書
（
衆
質
一
八
一
第

四



三
八
号
）
は
、
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
実
施
規
程
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
消
費
者
庁
長
官
決
定
）
第
七
条
と

照
会
に
つ
い
て
同
様
の
規
定
を
定
め
て
い
る
府
省
等
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
、
内
閣
府
、
宮
内
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、

金
融
庁
、
復
興
庁
、
厚
生
労
働
省
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
で
あ
る
。
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
府
省
庁
等
の
照
会
規

定
は
、
報
告
書
が
課
題
と
す
る
と
お
り
、
「
権
限
が
な
い
」
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
か
。
答
弁
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
府

省
庁
、
例
え
ば
、
防
衛
省
、
警
察
庁
、
外
務
省
な
ど
は
、
消
費
者
庁
と
同
様
の
照
会
の
規
定
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
府
省
庁
等
は
、
「
報
告
書
」
の
言
う
「
公
私
の
団
体
に
照
会
す
る
」
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
の
か
ど
う

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
五

「
報
告
書
」
で
は
、
「
適
性
評
価
制
度
」
に
お
い
て
、
対
象
本
人
の
調
査
に
加
え
、
「
配
偶
者
の
よ
う
に
対
象
者
の
身

近
に
あ
っ
て
対
象
者
の
行
動
に
影
響
を
与
え
得
る
者
に
つ
い
て
も
、
諸
外
国
と
同
様
に
、
人
定
事
項
、
信
用
状
態
や
外
国
へ

の
渡
航
歴
等
の
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
現
行
の
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
で

は
、
対
象
本
人
の
配
偶
者
は
、
調
査
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
府
省
庁
等
ご
と
に
異
な
る
場
合
に

は
、
府
省
庁
等
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
六

「
特
別
管
理
秘
密
」
に
お
い
て
は
、
国
民
の
知
る
権
利
と
の
関
係
が
問
題
に
な
り
、
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制

五



度
」
に
お
い
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
基
本
的
人
権
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
現
行
の
こ
れ
ら
の
制
度
に
つ
い
て
、
基
本

的
な
事
項
を
質
問
し
て
き
た
が
、
「
特
別
管
理
秘
密
」
に
お
い
て
は
、
府
省
庁
等
が
管
理
す
る
特
別
管
理
秘
密
の
指
定
事
項

の
数
や
名
称
、
そ
の
増
減
等
、
「
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
」
に
お
い
て
、
適
格
性
の
確
認
さ
れ
た
人
数
や
そ
の
調
査

事
項
な
ど
を
ま
ず
、
最
低
限
、
政
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
定
期
的
に
公
表
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

六


